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(57)【要約】
【課題】腕部を先端側に有する硬質部に対して観察光学
系を容易に着脱可能な内視鏡本体を提供する。
【解決手段】細長く形成された着脱可能な観察光学系２
００が装着された状態で内視鏡１０を構成する内視鏡本
体１０ａの挿入部１２の基端部には、分岐部材１４が配
設されている。分岐部材１４は、第１の延出部１６と第
２の延出部１８とを互いに分岐させて、第１および第２
の操作部２０，２２を別に配置するとともに、観察光学
系２００の先端部の撮像モジュール２０２を挿入部１２
の第２の硬質部４２に導く入口となる第３の開口部１３
０を備えている。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長く形成された着脱可能な観察光学系が装着された状態で内視鏡を構成する内視鏡本
体であって、
　少なくとも１つの湾曲部を有する腕部と、
　前記腕部の基端部に設けられ前記観察光学系の先端部が配設される硬質部と、
　前記腕部の湾曲部とは別に設けられた別の湾曲部と
　を有し、前記硬質部の基端部に設けられる前記観察光学系を挿脱可能な挿入部と、
　前記挿入部の基端部に設けられ前記腕部の湾曲部を操作するための操作部と、
　前記挿入部の基端部に設けられ前記腕部の湾曲部を操作する前記操作部とは別に、前記
別の湾曲部を操作するための別の操作部と、
　前記腕部の湾曲部と前記操作部との間を接続した状態で前記挿入部の内部に配設された
ワイヤと、
　前記別の湾曲部と前記別の操作部との間を接続し、かつ、前記ワイヤに並設された状態
で前記挿入部の内部に配設された別のワイヤと、
　前記挿入部の基端部に設けられ、前記操作部と前記別の操作部とを互いに分岐させて配
置するとともに、前記操作部に接続された前記ワイヤと前記別の操作部に接続された前記
別のワイヤとを互いに分岐させて配置し、かつ、前記観察光学系の先端部を前記挿入部の
前記硬質部に導く入口となる開口部を有する分岐部材と
　を具備することを特徴とする内視鏡本体。
【請求項２】
　前記分岐部材には、前記挿入部の内部に配設された前記ワイヤおよび前記別のワイヤと
、前記挿入部に着脱可能に配設される前記観察光学系とを分離させて互いを整列させた状
態で前記観察光学系を前記挿入部に着脱するための分離部材が設けられていることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡本体。
【請求項３】
　前記分岐部材の前記開口部と、前記分岐部材に設けられた前記分離部材との間には、前
記硬質部に配設される前記観察光学系の先端部を前記開口部から前記分離部材に向かって
案内する案内部材が設けられていることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡本体。
【請求項４】
　前記観察光学系の先端部は、前記観察光学系の長手方向に直交する面内の軸に対して非
対称に形成された部分を備え、
　前記案内部材は、前記分岐部材の前記開口部に近接する側と、前記分岐部材に設けられ
た前記分離部材に近接する側との少なくとも一方に、前記硬質部に配設される前記観察光
学系の先端部が所定の向きのときに前記開口部から前記分離部材に向かって案内し、前記
観察光学系の先端部が所定の向きとは異なる向きのときに前記開口部から前記分離部材に
向かって案内するのを規制する方向規制部を備えていることを特徴とする請求項３に記載
の内視鏡本体。
【請求項５】
　前記案内部材は、筒状に形成され、
　前記案内部材の内側形状は、前記分岐部材の前記開口部に近接する側から、前記分岐部
材に設けられた前記分離部材に近接する側に向かうにつれて、前記観察光学系の先端部の
外形に沿うように細くなっていることを特徴とする請求項３もしくは請求項４に記載の内
視鏡本体。
【請求項６】
　前記分離部材には、前記挿入部の内部に配設され前記観察光学系の先端部を前記硬質部
に対して案内する管路が接続されていることを特徴とする請求項２から請求項５のいずれ
か１に記載の内視鏡本体。
【請求項７】
　前記別の操作部は、前記分岐部材によって前記挿入部と同じ軸上に配設されていること
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を特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１に記載の内視鏡本体。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１に記載の内視鏡本体と、
　前記内視鏡本体の前記開口部から挿入される観察光学系と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項９】
　前記観察光学系は、前記硬質部に配設される撮像モジュールと、前記撮像モジュールの
基端部から延出されたケーブルユニットとを備え、
　前記撮像モジュールは、前記分岐部材の前記開口部を通して前記硬質部に配設する際に
、前記開口部に向ける向きを判断するために、少なくとも一部が前記観察光学系の長手方
向に直交する面内の軸に対して非対称に形成されていることを特徴とする請求項８に記載
の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、細長く形成された着脱可能な観察光学系が装着された状態で内視鏡を構成
する内視鏡本体、および、内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１に開示されているように、１つのオーバーチューブを介して複数の内
視鏡の挿入部を体腔内に導入し、第１の内視鏡の挿入部の先端部から突出させた処置具と
、第２の内視鏡の挿入部の先端部から突出させた処置具とを、例えば第１の内視鏡を用い
て観察しながら処置を行う場合がある。
【０００３】
　一方、複数の内視鏡を用いなくとも、１つの内視鏡の挿入部の先端部に、例えば２つの
湾曲可能な腕部を有するものが知られている。これら腕部を湾曲させるために、それぞれ
２つや４つのワイヤが配設され、さらに、腕部の基端部に設けられた湾曲部を湾曲させる
ためにも、例えば２つや４つのワイヤが配設されている。そして、内視鏡の挿入部の内部
には、挿入部の基端部側からそれぞれの腕部の先端を通して処置具を突出させるためのチ
ャンネルチューブが配設されている。このため、この内視鏡は、各チャンネルチューブに
処置具を通すことによって、腕部を自在に湾曲させつつ腕部の先端から処置具の先端部を
突出させて、１つの内視鏡で特許文献１に開示された処置を行うことができる。
【特許文献１】特開２０００－３３０７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような腕部を有する内視鏡の挿入部の内部には、観察光学系と、腕部の湾曲部や、
撮像部や送気・送水ノズルが設けられた硬質部の基端部側に接続されている湾曲部を湾曲
させるために例えば４つまたはそれよりも多い数のワイヤと、複数のチャンネルチューブ
とが配設されている。すなわち、体腔内にできるだけ苦痛を伴わないように挿入するため
に、できるだけ径を小さく形成することが望まれている挿入部の内部の狭い領域に、これ
ら多数の部材（内蔵物）が詰め込まれている。したがって、内視鏡の挿入部の内部構造は
非常に複雑である。
【０００５】
　このため、腕部を有する内視鏡の洗浄、消毒、滅菌を完全に行うには非常に手間が掛か
る。したがって、内視鏡の洗浄性を向上させるために他の部分に比して相対的に高価な部
品が用いられる観察光学系を着脱式にして、内視鏡本体と観察光学系とをそれぞれ別に洗
浄等を行えるようにして、内視鏡本体と観察光学系とのそれぞれの洗浄等をできるだけ容
易にして両者を再利用したり、または、観察光学系だけを洗浄等して再利用し内視鏡本体
を使い捨てにしたいなどの要望がある。
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【０００６】
　上述したように、内視鏡の挿入部の、例えば４つまたはそれよりも多い数のワイヤと複
数のチャンネルチューブとが組み込まれているような狭い領域に細長い観察光学系をスム
ーズに着脱するためには、内視鏡本体の製造時から輸送後の使用直前（観察光学系が配設
される際）まで、観察光学系を配設するための空間を確保しておくことが必要である。し
かしながら、これらワイヤやチャンネルチューブは、内視鏡の挿入部の内部で全体にわた
って固定されているわけではないので、輸送や使用によって、挿入部の内部のワイヤやチ
ャンネルチューブの位置が移動したり、捻れたりし得る。このため、観察光学系を内視鏡
本体の挿入部に装着する際に、ワイヤやチャンネルチューブが邪魔をして、観察光学系の
先端を所定の位置（腕部の基端部）に簡単に着脱することは困難である。
【０００７】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、腕部を先端側に有する硬質部に対して観察光学系を容易に着脱可能な内視鏡本体
、および、内視鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、この発明に係る、細長く形成された観察光学系が着脱可能
な内視鏡本体は、挿入部と、操作部と、別の操作部と、ワイヤと、別のワイヤと、分岐部
材とを備えている。挿入部は、少なくとも１つの湾曲部を有する腕部と、前記腕部の基端
部に設けられ前記観察光学系の先端部が配設される硬質部と、前記腕部の湾曲部とは別に
設けられた別の湾曲部とを有し、前記硬質部の基端部に設けられる前記観察光学系を挿脱
可能である。操作部は、前記挿入部の基端部に設けられ前記腕部の湾曲部を操作する。別
の操作部は、前記挿入部の基端部に設けられ前記腕部の湾曲部を操作する前記操作部とは
別に、前記別の湾曲部を操作する。ワイヤは、前記腕部の湾曲部と前記操作部との間を接
続した状態で前記挿入部の内部に配設されている。別のワイヤは、前記別の湾曲部と前記
別の操作部との間を接続し、かつ、前記ワイヤに並設された状態で前記挿入部の内部に配
設されている。分岐部材は、前記挿入部の基端部に設けられ、前記操作部と前記別の操作
部とを互いに分岐させて配置するとともに、前記操作部に接続された前記ワイヤと前記別
の操作部に接続された前記別のワイヤとを互いに分岐させて配置し、かつ、前記観察光学
系の先端部を前記挿入部の前記硬質部に導く入口となる開口部を有する。　
　挿入部の基端部に分岐部材を配設し、この分岐部材に操作部および別の操作部とは別に
細長い観察光学系を出し入れするための開口部を設けたので、観察光学系を内視鏡に装着
する場合には観察光学系の先端部を開口部に挿入するだけで、挿入部に容易に観察光学系
の先端部を配設することができる。また、観察光学系を内視鏡本体から取り外す際には、
分岐部材の開口部を通して容易に観察光学系の先端部を取り出すことができる。
【０００９】
　また、前記分岐部材には、前記挿入部の内部に配設された前記ワイヤおよび前記別のワ
イヤと、前記挿入部に着脱可能に配設される前記観察光学系とを分離させて互いを整列さ
せた状態で前記観察光学系を前記挿入部に着脱するための分離部材が設けられていること
が好適である。　
　分離部材に、ワイヤおよび別のワイヤと観察光学系とを分離させて互いを整列させる空
間（仕切り）を設けることによって、観察光学系を内視鏡本体に対して挿脱させる際にワ
イヤや別のワイヤから容易に分離させることができる。
【００１０】
　また、前記分岐部材の前記開口部と、前記分岐部材に設けられた前記分離部材との間に
は、前記硬質部に配設される前記観察光学系の先端部を前記開口部から前記分離部材に向
かって案内する案内部材が設けられていることが好適である。　
　分岐部材の内部で観察光学系とワイヤとの経路を明確に分離させることができる。
【００１１】
　また、前記観察光学系の先端部は、前記観察光学系の長手方向に直交する面内の軸に対
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して非対称に形成された部分を備え、前記案内部材は、前記分岐部材の前記開口部に近接
する側と、前記分岐部材に設けられた前記分離部材に近接する側との少なくとも一方に、
前記硬質部に配設される前記観察光学系の先端部が所定の向きのときに前記開口部から前
記分離部材に向かって案内し、前記観察光学系の先端部が所定の向きとは異なる向きのと
きに前記開口部から前記分離部材に向かって案内するのを規制する方向規制部を備えてい
ることが好適である。　
　観察光学系の先端部の向きを規定した状態で案内部材の方向規制部を通して内視鏡本体
の挿入部に観察光学系の先端部を確実に配設することができる。　
　また、前記案内部材は、筒状に形成され、前記案内部材の内側形状は、前記分岐部材の
前記開口部に近接する側から、前記分岐部材に設けられた前記分離部材に近接する側に向
かうにつれて、前記観察光学系の先端部の外形に沿うように細くなっていることが好適で
ある。　
　観察光学系の先端部を案内部材のうち分離部材に近接する側（挿入部の先端部側）に確
実に導くことができる。
【００１２】
　また、前記分離部材には、前記挿入部の内部に配設され前記観察光学系の先端部を前記
硬質部に対して案内する管路が接続されていることが好適である。　
　分岐部材の開口部から先端開口部を通して突出させた観察光学系の先端部を確実に硬質
部に導くことができる。
【００１３】
　また、前記別の操作部は、前記分岐部材によって前記挿入部と同じ軸上に配設されてい
ることが好適である。　
　例えば、別の操作部をその軸周りに回動させて、挿入部をその軸周りに回動させる際に
、操作部をその軸周りに回動させる場合に比べて、力の伝達を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、腕部を先端側に有する硬質部に対して観察光学系を容易に着脱可能
な内視鏡本体、および、内視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながらこの発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と
いう）について説明する。
【００１６】
　第１の実施の形態について図１ないし図１０を用いて説明する。　
　図１（Ａ）に示すように、この実施の形態に係る内視鏡１０は、内視鏡本体１０ａと、
細長い観察光学系２００とを備えている。
【００１７】
　内視鏡本体１０ａは、体腔内に挿入される挿入部１２と、この挿入部１２の基端部に配
設された分岐部材１４と、この分岐部材１４の基端側に配設された第１および第２の延出
部１６，１８と、第１の延出部１６の基端部に配設された第１の操作部（操作部）２０と
、第２の延出部１８の基端部に配設された第２の操作部（別の操作部）２２と、この第２
の操作部２２から延出されたユニバーサルコード２４とを備えている。
【００１８】
　第１の延出部１６は、可撓性を有する状態で分岐部材１４から延出されている。第１の
操作部２０は、後述する第１および第２の腕部３２，３４の第１および第２の湾曲部３８
，４０をそれぞれ独立して湾曲させる。ここでは、第１および第２の湾曲部３８，４０が
第１および第２の腕部３２，３４にそれぞれ設けられているので、図示しないが例えば４
つの操作部がある。そして、第１の操作部２０には、後述する第１および第２のチャンネ
ルチューブ６２，６４に処置具（図示せず）を挿入するための入口となる鉗子口（図示せ
ず）が配設されている。なお、鉗子口は、第１および第２のチャンネルチューブ６２，６
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４ごとにそれぞれ１つずつある。
【００１９】
　第２の延出部１８は、可撓性を有する状態で分岐部材１４から延出されている。第２の
操作部２２は、後述する第３の湾曲部４４を湾曲させる。そして、第２の操作部２２には
、後述する第３のチャンネルチューブ６６に処置具（図示せず）を挿入するための入口と
なる鉗子口２２ａが配設されている。この鉗子口２２ａは、第２の延出部１８の軸方向か
ら外れた位置にある。
【００２０】
　なお、第２の延出部１８および第２の操作部２２は、分岐部材１４によって挿入部１２
の中心軸と同軸上に配設されている。処置の際に例えば挿入部１２の基端部や第２の延出
部１８を軸周りに回動させることがあるが、そのときに挿入部１２の基端部や第２の延出
部１８の回動力を、同軸上に配設されていない場合に比べて容易に挿入部１２の先端部に
伝えることができる。すなわち、第２の延出部１８および第２の操作部２２は、分岐部材
１４によって挿入部１２の中心軸と同軸上に配設されていることによって、内視鏡１０の
処置の際の操作性を良好に維持することができる。
【００２１】
　挿入部１２は、第１の硬質部（先端硬質部）３６と第１および第２の湾曲部（湾曲部）
３８，４０とをそれぞれ有する第１および第２の腕部３２，３４と、これら腕部３２，３
４の基端部に配設された第２の硬質部４２と、この第２の硬質部４２の基端部に配設され
た第３の湾曲部（別の湾曲部）４４と、この第３の湾曲部４４の基端部に配設された蛇管
部４６とを備えている。
【００２２】
　ここでは、第１から第３の湾曲部３８，４０，４４のうち、第１の湾曲部３８が挿入部
１２の最も先端側にあり、第１の湾曲部３８の基端部に第２の湾曲部４０が配設されてい
る。なお、ここでは各腕部３２，３４に第１および第２の湾曲部３８，４０を有するもの
として説明するが、例えば単なる可撓管（蛇管）が第１および第２の湾曲部３８，４０の
間や、第２の湾曲部４０と第２の硬質部４２との間に配設されていることも好適である。
【００２３】
　図２に示すように、挿入部１２の蛇管部４６は、フレックス５２と、このフレックス５
２の外側に配設された網状のブレード５４と、このブレード５４の外側に配設された外皮
５６とを備えている。フレックス５２は、例えばステンレス鋼材製の帯状の薄板素材が螺
旋状に成形されて、略円管状に形成されている。ブレード５４は、例えばステンレス鋼材
製の複数の素線が束にされた素線束を編み込んだものが略円管状に形成されている。外皮
５６は、例えばゴム材などのフレキシブル性を有する樹脂材によりブレード５４の外側を
覆うように略円管状に形成されている。
【００２４】
　そして、図３に示すように、挿入部１２の蛇管部４６のフレックス５２の内側には、内
蔵物として、第１から第３のチャンネルチューブ６２，６４，６６と、それぞれ少なくと
も１対の第１から第３のワイヤ７２，７４，７６と、これら第１から第３のワイヤ７２，
７４，７６をそれぞれ被覆する例えばコイル状の第１から第３のワイヤガイド８２，８４
，８６と、送気チューブ９２と、送水チューブ９４と、ガイドチューブ（管路）９６とを
備えている。これらのうち、第１から第３のチャンネルチューブ６２，６４，６６、送気
チューブ９２、送水チューブ９４およびガイドチューブ９６は、ポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）やフッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）などフッ素系およびポリオレ
フィン系等の樹脂材により形成されていることが好適である。
【００２５】
　第１のチャンネルチューブ６２は、その先端が第１の腕部３２の第１の硬質部３６に接
続され、その基端が第１の腕部３２の第１および第２の湾曲部３８，４０、第２の硬質部
４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４および第１の延出部１６を通して第
１の操作部２０の鉗子口（図示せず）に接続されている。このため、第１の操作部２０の
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鉗子口から、第１の腕部３２の第１の硬質部３６を通して図示しない処置具を突出させる
ことができる。同様に、第２のチャンネルチューブ６４は、その先端が第２の腕部３４の
第１の硬質部３６に接続され、その基端が第２の腕部３４の第１および第２の湾曲部３８
，４０、第２の硬質部４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４および第１の
延出部１６を通して第１の操作部２０の鉗子口（図示せず）に接続されている。このため
、第１の操作部２０の鉗子口から、第２の腕部３４の第１の硬質部３６を通して図示しな
い処置具を突出させることができる。　
　一方、第３のチャンネルチューブ６６は、その先端が腕部３２，３４の基端部の第２の
硬質部４２の後述する先端開口１０８に配設された中継チューブ１０８ａに接続され、そ
の基端が第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４および第２の延出部１８を通して
第２の操作部２２の鉗子口２２ａに接続されている。このため、このため、第２の操作部
２２の鉗子口２２ａから、第２の硬質部４２の先端開口１０８を通して図示しない処置具
を突出させることができる。
【００２６】
　第１のワイヤ（ワイヤ）７２は、その先端が第１および第２の腕部３２，３４の第１の
湾曲部３８の先端側の部分にそれぞれ接続され、その基端が、第２の湾曲部４０、第２の
硬質部４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４および第１の延出部１６を通
して第１の操作部２０に接続されている。同様に、第２のワイヤ（ワイヤ）７４は、その
先端が第１および第２の腕部３２，３４の第２の湾曲部４０の先端側の部分にそれぞれ接
続され、その基端が、第２の硬質部４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４
および第１の延出部１６を通して第１の操作部２０に接続されている。このため、第１の
操作部２０を操作すると、第１および第２の腕部３２，３４の第１および第２の湾曲部３
８，４０がそれぞれ湾曲する。　
　なお、この実施の形態では、説明の簡略化のため、第１および第２の腕部３２，３４に
それぞれ有する第１の湾曲部３８を区別せずに説明するが、第１の湾曲部３８は第１の腕
部３２および第２の腕部３４でそれぞれ独立して湾曲させることができることはもちろん
である。同様なことは、第１および第２の腕部３２，３４にそれぞれ有する第２の湾曲部
４０についても言える。
【００２７】
　そして、第１のワイヤガイド８２は、その先端が第１および第２の腕部３２，３４の第
１の湾曲部３８の基端にそれぞれ接続され、その基端が、第２の湾曲部４０、第２の硬質
部４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４を通して第１の延出部１６または
第１の操作部２０の内部まで延出されている。同様に、第２のワイヤガイド８４は、その
先端が第１および第２の腕部３２，３４の第２の湾曲部４０の基端にそれぞれ接続され、
その基端が、第２の硬質部４２、第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４を通して
第１の延出部１６または第１の操作部２０の内部まで延出されている。これら第１および
第２のワイヤガイド８２，８４の基端は、必ずしも固定されている必要はない。
【００２８】
　一方、第３のワイヤ（別のワイヤ）７６は、図２中では２対のうち１対のみ図示するが
、その先端が第３の湾曲部４４の先端側の部分に接続され、その基端が、蛇管部４６、分
岐部材１４を通して第２の操作部２２に接続されている。第３のワイヤガイド８６は、図
２中では２対のうち１対のみ図示するが、その先端が第３の湾曲部４４の基端に接続され
、その基端が、蛇管部４６、分岐部材１４を通して第２の延出部１８または第２の操作部
２２の内部まで延出されている。なお、第１から第３のワイヤガイド８６は、例えばコイ
ル状に形成されている。
【００２９】
　また、送気チューブ９２および送水チューブ９４は、その先端が第２の硬質部４２の近
傍で符号９８（図２参照）に示すように、ひとまとめにされた送気・送水チューブが第２
の硬質部４２に接続され、その基端が送気チューブ９２および送水チューブ９４に分岐さ
れて第３の湾曲部４４、蛇管部４６、分岐部材１４、第２の延出部１８および第２の操作
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部２２を通してユニバーサルコード２４の内部まで延出されている。そして、これら送気
チューブ９２および送水チューブ９４は、ユニバーサルコード２４の端部の図示しないコ
ネクタにそれぞれ接続されている。なお、送気チューブ９２および送水チューブ９４がひ
とまとめにされた符号９８で示す送気・送水チューブの先端には、後述する送気・送水ノ
ズル１０６が接続されている。
【００３０】
　そして、ガイドチューブ９６は、その先端が第２の硬質部４２に接続され、または、第
２の硬質部４２の近傍にフリーな状態で配設され（図２参照）、その基端が第３の湾曲部
４４および蛇管部４６を通して分岐部材１４に設けられた後述する分離板１４４に接続さ
れている。このガイドチューブ９６は、分岐部材１４から挿入部１２の第２の硬質部４２
まで観察光学系２００を案内する。
【００３１】
　図１（Ｂ）に示すように、第２の硬質部４２の先端面には、１対の照明窓１０２と、観
察光学系２００の後述する撮像モジュール２０２の撮像部２２６が配設される開口１０４
と、送気・送水ノズル１０６と、第３のチャンネルチューブ６６の先端開口１０８とが形
成されている。この第２の硬質部４２には、さらに、第１および第２の腕部３２，３４の
基端部が配設されている。
【００３２】
　第２の硬質部４２の先端面の裏面側には、観察光学系２００の後述する撮像モジュール
２０２が着脱可能に配設される凹部（図示せず）が形成されている。この凹部には、ガイ
ドチューブ９６の先端が接続されている。また、第２の硬質部４２の先端面の裏面側には
、第３のチャンネルチューブ６６の先端や、送気チューブ９２および送水チューブ９４の
ひとまとめにされた符号９８で示す送気・送水チューブの先端が接続されている。
【００３３】
　そして、図２に示すように、第３の湾曲部４４は、例えば４つの方向に湾曲可能なよう
に、湾曲管１１２と外皮１１４とが配設されている。なお、湾曲管１１２と外皮１１４と
の間には、ブレード（網状管）が配設されていても良い。　
　この湾曲管１１２は、複数の湾曲コマ１１６がピン１１６ａにより連結されている。湾
曲管１１２の最も先端と第２の硬質部４２とは、例えば接着等により固定されている。さ
らに、湾曲管１１２の最も基端と、蛇管部４６の先端との間には、接続口金１１８が配設
されている。そして、この接続口金１１８の内周面には、第３のワイヤガイド８６の先端
が固定され、第３のワイヤ７６が延出されている。なお、第３のワイヤ７６は、各湾曲コ
マ１１６の内周面に設けられたワイヤ受部１１６ｂに配設されている。さらに、各第３の
ワイヤ７６は、湾曲管１１２の先端（最も先端の湾曲コマ１１６）に固定されている。こ
のため、各第３のワイヤ７６がその軸方向に移動することによって、第３の湾曲部４４が
湾曲する。
【００３４】
　なお、詳細には説明しないが、第１および第２の湾曲部３８，４０の構造は、第３の湾
曲部４４と同様の構造を有する。または、第２の湾曲部４０は、４方向でなく２方向だけ
に湾曲させるようにすることも好適である（図３参照）。　
　図４（Ａ）および図５（Ａ）に示すように、分岐部材１４は、１対の本体１２２と、挿
入部１２の基端部が配設される先端開口部１２４と、第１の延出部１６が配設される第１
の開口部１２６と、第２の延出部１８が配設される第２の開口部１２８と、観察光学系２
００が着脱可能に配設されるための入口となる第３の開口部１３０とを備えている。第１
から第３の開口部１２６，１２８，１３０は、それぞれ先端開口部１２４に連通されてい
る。先端開口部１２４には、挿入部１２の蛇管部４６の基端が固定されている。第１の開
口部１２６には、第１の延出部１６の先端が固定されている。第２の開口部１２８には、
第２の延出部１８の先端が固定されている。
【００３５】
　この分岐部材１４の本体１２２には、後述する案内部材１４２が配設される案内部材配
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設部１３２と、分離板１４４が配設される分離板配設部１３４とが形成されている。
【００３６】
　この分岐部材１４の本体１２２は、例えば２つに分割された状態に形成されている。分
岐部材１４の本体１２２のうちの一方には、図５（Ａ）中に符号１２２ａで示す凸部が形
成されている。本体１２２のうちの他方には、凸部１２２ａが嵌合可能な図示しない凹部
が形成されている。このため、分岐部材１４の一方と他方とは、互いに対して容易に着脱
可能である。
【００３７】
　図４（Ａ）に示すように、分岐部材１４には、観察光学系２００を案内する筒状の案内
部材１４２と、この案内部材１４２の先端部に配設された分離板（分離部材）１４４とが
配設されている。この案内部材１４２は、分離板１４４に対して着脱可能である。また、
案内部材１４２および分離板１４４は、分岐部材１４に対して着脱可能である。
【００３８】
　案内部材１４２は、分岐部材１４の先端開口部１２４と第３の開口部１３０との間に配
設されている。そして、図５（Ｂ）および図５（Ｃ）に示すように、案内部材１４２は、
１対の本体１５２を備えている。また、案内部材１４２の先端部の内周面には第１の狭小
部（方向規制部）１５４が形成され、図４（Ｂ）および図５（Ｂ）に示すように、基端部
の内周面には第２の狭小部（方向規制部）１５６が形成されている。さらに、第２の狭小
部１５６のさらに基端側の内周面には、観察光学系２００の後述する折れ止め部材２１０
の係合部２４６が着脱可能に係合される溝状の被係合部１５８が形成されている。一方、
第２の狭小部１５６のさらに基端側の外周面には、分岐部材１４の案内部材配設部１３２
に配設されるフランジ部１６０が形成されている。
【００３９】
　図５（Ｃ）に示すように、第１の狭小部１５４は、観察光学系２００の後述する撮像モ
ジュール２０２の外形と略同じ形状で、撮像モジュール２０２よりも僅かに大きく形成さ
れている。また、第２の狭小部１５６は、撮像モジュール２０２の外形と同じ形状で、第
１の狭小部１５４よりも僅かに大きく形成されている。
【００４０】
　なお、この案内部材１４２の本体１５２は、例えば２つに分割された状態に形成されて
いることが好適である。案内部材１４２の本体１５２のうちの一方には、図５（Ｂ）中に
符号１５２ａで示す凸部が形成されている。案内部材１４２の本体１５２のうちの他方に
は、凸部１５２ａが嵌合可能な図示しない凹部が形成されている。このため、案内部材１
４２の本体１５２の一方と他方とは、互いに対して容易に着脱可能である。　
　このように、分岐部材１４が２つに分割可能である場合、分離板１４４が分岐部材１４
の１対の本体１２２のうちの一方に一体的に形成されていても良いし、分離板１４４が分
岐部材１４に対して着脱可能であっても良い。
【００４１】
　分離板１４４は、分岐部材１４の先端開口部１２４の近傍に配設されている。分離板１
４４は、略円盤状に形成されている。そして、図５（Ｄ）に示すように、この分離板１４
４は、それぞれ開口された第１から第５の領域１７２，１７４，１７６，１７８，１８０
を備えている。さらに、この分離板１４４は、軸回りの回転を防止してその向きを規定す
るため、図５（Ｄ）中の上部が平面１８２に形成されている。
【００４２】
　図６に示すように、第１の領域１７２には、第１の腕部３２の第１の硬質部３６にその
先端が配設されるように第１のチャンネルチューブ６２が挿通されているとともに、第１
の腕部３２の第１および第２の湾曲部３８，４０を湾曲させるために、第１および第２の
ワイヤ７２，７４とこれらを被覆する第１および第２のワイヤガイド８２，８４とが挿通
されている。　
　第２の領域１７４には、第２の腕部３４の第１の硬質部３６にその先端が配設されるよ
うに第２のチャンネルチューブ６４が挿通されているとともに、第２の腕部３４の第１お
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よび第２の湾曲部３８，４０を湾曲させるために、第１および第２のワイヤ７２，７４と
これらを被覆する第１および第２のワイヤガイド８２，８４とが挿通されている。
【００４３】
　第３の領域１７６には、第２の硬質部４２にその先端が配設されるように第３のチャン
ネルチューブ６６が挿通されているとともに、送気チューブ９２および送水チューブ９４
が挿通されている。
【００４４】
　そして、第１から第４の領域１７２，１７４，１７６，１７８には、それぞれ第３の湾
曲部４４を湾曲させるための、第３のワイヤ７６とこれらを被覆する第３のワイヤガイド
８６とが配設されている。
【００４５】
　第５の領域１８０には、上述した案内部材１４２の先端部と、上述したガイドチューブ
９６の基端部とが接続されている。
【００４６】
　内視鏡本体１０ａには、洗浄性を考慮して、観察光学系２００が着脱可能に配設される
。すなわち、観察光学系２００を内視鏡本体１０ａに対して取り外すことが可能であるか
ら、観察光学系２００の洗浄、消毒、滅菌を、内視鏡に観察光学系が組み込まれている場
合（図示せず）よりも簡単に行うことができる。
【００４７】
　図１（Ａ）に示すように、観察光学系２００は、撮像モジュール２０２と、ケーブルユ
ニット２０４と、ライトガイドコネクタ２０６と、撮像コネクタ２０８と、折れ止め部材
２１０とを備えている。　
　図７（Ａ）から図７（Ｃ）に示すように、撮像モジュール２０２は、被検体（被写体）
に照明光を出射するとともに、その照明光により得られる観察像を撮像する。そして、こ
の撮像モジュール２０２は、挿入部１２の第２の硬質部４２の裏面側に着脱可能に配設さ
れる。
【００４８】
　撮像モジュール２０２は、例えば金属材により形成されたケーシング２２２を備えてい
る。図７（Ａ）に示すように、このケーシング２２２の内部には、照明光を出射するため
の１対のライトガイドバンドル２２４と、観察像を撮像する撮像部（対物光学系を含む）
２２６とが配設されている。特に、撮像部２２６は、１対のライトガイドバンドル２２４
の間に配設されている。そして、ライトガイドバンドル２２４の基端部には、ライトガイ
ドコネクタ２０６が接続されている。また、ケーシング２２２の内部に配設された撮像部
２２６の基端部には、信号線２２８が接続されている。この信号線２２８の基端部には、
撮像コネクタ２０８が接続されている。
【００４９】
　ケーシング２２２は、図７（Ｃ）中のα－α線に対して対称に形成されているが、β－
β線に対して非対称に形成されている。すなわち、ケーシング２２２には、向きがある。
この場合、図７（Ｃ）中のα－α線上に撮像部２２６の中心軸が配設され、撮像部２２６
の中心軸から等距離離れた位置にライトガイドバンドル２２４の中心がある。このため、
ケーシング２２２は、図７（Ｃ）中のα－α線に対して対称に形成されている。一方、β
－β線上にライトガイドバンドル２２４の中心軸が配設され、β－β線に対して撮像部２
２６の中心軸がずれた位置にある。すなわち、観察光学系２００の先端部の観察モジュー
ル２０２は、観察光学系２００の長手方向（ケーブルユニット２０４の長手方向）に直交
する面内の軸（この実施の形態ではβ－β線）に対して非対称に形成された部分を備えて
いる。このため、ケーシング２２２は、図７（Ｃ）中のβ－β線に対して非対称に形成さ
れている。
【００５０】
　このようにして観察光学系２００の撮像モジュール２０２の向きが規定されている。し
たがって、撮像モジュール２０２の外観や、手触り等により、観察光学系２００を内視鏡
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本体１０ａの挿入部１２に配設する際に、分岐部材１４の第３の開口部１３０に撮像モジ
ュール２０２を向ける向きを容易に判断することができる。　
　なお、この実施の形態では、ケーシング２２２は、上述したように、α－α線に対して
対称であるものとして説明するが、α－α線に対して非対称であることも好適である。
【００５１】
　図８に示すように、ケーブルユニット２０４は、それぞれ後述する１対のライトガイド
バンドル２２４と信号線２２８とが熱収縮チューブ２３０などにより一体にまとめられて
ケーブル状に形成されたものである。そして、図１（Ａ）および図９に示すように、この
ケーブルユニット２０４の外側には、折れ止め部材２１０が配設されている。
【００５２】
　図９に示すように、この折れ止め部材２１０は、樹脂材、ゴム材、エラストマー材等で
硬質に形成された筒状の本体２４２と、この本体２４２の基端部に配設され本体２４２と
ケーブルユニット２０４とを一体化させる熱収縮チューブ２４４とを備えている。この折
れ止め部材２１０の本体２４２の先端は、分岐部材１４の第３の開口部１３０に配設され
た案内部材１４２の第２の狭小部１５６の基端部に配設されるように、小径のパイプ状に
形成されている。そして、この折れ止め部材２１０の本体２４２の先端の外周面には、分
岐部材１４の第３の開口部１３０に配設された案内部材１４２の被係合部１５８に着脱可
能に係合される係合部２４６が形成されている。このとき、観察光学系２００の撮像モジ
ュール２０２は、挿入部１２の第２の硬質部４２に配設された状態にある。　
　なお、折れ止め部材２１０は、上述した熱収縮チューブ２４４を用いる代わりに、また
は、熱収縮チューブ２４４を用いるとともに、ケーブルユニット２０４の外周にチューブ
などの保護部材を配設し、その保護部材と本体２４２の内周面とを接着剤等で固定しても
良い。
【００５３】
　また、ライトガイドコネクタ２０６は、図示しない光源に着脱可能に接続され、ライト
ガイドバンドル２２４の基端（入射端）から先端（出射端）に向かって照明光が導光され
るように照明光が供給される。撮像コネクタ２０８は、図示しないモニタが接続されたカ
メラコントロールユニット（図示せず）に着脱可能に接続され、撮像部２２６で撮像した
観察像を信号線２２８およびカメラコントロールユニットを介してモニタに表示する。
【００５４】
　次に、この実施の形態に係る内視鏡１０の作用について説明する。　
　内視鏡１０を使用する場合、内視鏡本体１０ａの分岐部材１４の第３の開口部１３０に
対して観察光学系２００の撮像モジュール２０２を挿入する。分岐部材１４の第３の開口
部１３０には、案内部材１４２の第２の狭小部１５６が配設されている。このため、撮像
モジュール２０２が所定の向きであれば、案内部材１４２の第２の狭小部１５６に対して
撮像モジュール２０２を通過させることができる。すなわち、例えば、第２の狭小部１５
６が図４（Ｂ）に示す状態にあるとき、観察光学系２００の図７（Ｃ）に示す状態の撮像
モジュール２０２は、第２の狭小部１５６を通過する。
【００５５】
　一方、撮像モジュール２０２が所定の向き以外の向きであれば、案内部材１４２の第２
の狭小部１５６に対して撮像モジュール２０２を通過させることができない。すなわち、
例えば、第２の狭小部１５６が図４（Ｂ）に示す状態にあるとき、観察光学系２００の図
７（Ｃ）に示す状態に対してケーブルユニット２０４の軸周りに１８０度反転した状態の
撮像モジュール２０２の先端は、第２の狭小部１５６の基端に当接されて、第２の狭小部
１５６を通過することができない。したがって、案内部材１４２の第２の狭小部１５６に
対して観察光学系２００の撮像モジュール２０２を通過させることができるか否かによっ
て、観察光学系２００が挿入部１２に挿入される際に、撮像モジュール２０２が正しい向
きか否かが認識される。このため、第２の狭小部１５６に対して観察光学系２００の撮像
モジュール２０２を通過させることができない場合、撮像モジュール２０２をケーブルユ
ニット２０４の軸周りに１８０度反転させて、第２の狭小部１５６を通過させることを試
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みる。
【００５６】
　案内部材１４２の第２の狭小部１５６に対して観察光学系２００の撮像モジュール２０
２を通過させることができた場合、さらに、確認のため、第１の狭小部１５４を通過させ
る。このとき、観察光学系２００の撮像モジュール２０２が所定の向き（例えば図７（Ｃ
）に示す状態）であれば、案内部材１４２の第１の狭小部１５４に対して撮像モジュール
２０２を通過させることができる。
【００５７】
　一方、撮像モジュール２０２が所定の向き以外の向き（例えば図７（Ｃ）に示す状態に
対して１８０度反転した状態）であれば、案内部材１４２の第１の狭小部１５４に対して
撮像モジュール２０２を通過させることができない。なお、第２の狭小部１５６に対して
撮像モジュール２０２を通過させることができて、第１の狭小部１５４に対して撮像モジ
ュール２０２を通過させることができない場合があるのは、第２の狭小部１５６の方が第
１の狭小部１５４よりも開口部分が大きく形成されているからである。したがって、案内
部材１４２の第１の狭小部１５４に対して観察光学系２００の撮像モジュール２０２を通
過させることができるか否かによって、観察光学系２００が挿入部１２に挿入される際に
、撮像モジュール２０２が正しい向きか否かが認識される。
【００５８】
　なお、第２の狭小部１５６と第１の狭小部１５４との間には、これら狭小部１５６，１
５４よりも大きな空間が形成されているが、撮像モジュール２０２を回転または回動させ
て反転させるには至らない。このため、案内部材１４２の第１の狭小部１５４に対して撮
像モジュール２０２を通過させることができない場合、撮像モジュール２０２を一旦第２
の狭小部１５６を通して案内部材１４２の内部から引き抜いて、ケーブルユニット２０４
の軸周りに１８０度反転させた後、第２の狭小部１５６を通過させる。さらにその後、第
１の狭小部１５４を通過させることを試みる。
【００５９】
　したがって、撮像モジュール２０２の向き、すなわち、観察光学系２００の向きを案内
部材１４２を通すことによって所定の向きに規定する。
【００６０】
　そして、分離板１４４の第５の領域１８０に接続されたガイドチューブ９６により、観
察光学系２００の撮像モジュール２０２を第２の硬質部４２に向かって案内する。このと
き、挿入部１２の蛇管部４６の内部には、内蔵物である、第１から第３のチャンネルチュ
ーブ６２，６４，６６と、それぞれ少なくとも１対の第１から第３のワイヤ７２，７４，
７６と、これら第１から第３のワイヤ７２，７４，７６をそれぞれ被覆する例えばコイル
状の第１から第３のワイヤガイド８２，８４，８６と、送気チューブ９２と、送水チュー
ブ９４と、ガイドチューブ９６とが配設されている。このため、ガイドチューブ９６内で
図７（Ａ）から図７（Ｃ）に示すような撮像モジュール２０２がそのケーブルユニット２
０４の軸周りに回動する余地はない。したがって、観察光学系２００の撮像モジュール２
０２は、案内部材１４２で案内した向きの状態で第２の硬質部４２に配設される。
【００６１】
　このように、観察光学系２００の撮像モジュール２０２が第２の硬質部４２に配設され
たときには、図１０に示すように、ケーブルユニット２０４の外側に配設された折れ止め
部材２１０の先端の係合部２４６が、分岐部材１４の第３の開口部１３０に配設された案
内部材１４２の第２の狭小部１５６の基端部の被係合部１５８に係合される。このため、
観察光学系２００が内視鏡本体１０ａに対して位置決めされる。
【００６２】
　内視鏡１０（内視鏡本体１０ａ）の挿入部１２は、この状態で体腔内に挿入されて、第
１および第２の操作部２０，２２を操作して、第１から第３の湾曲部３８，４０，４４を
適宜に湾曲させたり、第１から第３のチャンネルチューブ６２，６４，６６を通して適宜
の処置具を挿通させたり、送気チューブ９２や送水チューブ９４を通して送気・送水ノズ
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ル１０６から気体や液体を吐出させて観察光学系２００の撮像モジュール２０２の撮像部
２２６を洗浄したりして、各種の処置が行われる。そして、処置が終了した後には、挿入
部１２が体腔内から引き出される。
【００６３】
　その後、内視鏡１０（内視鏡本体１０ａ）の分岐部材１４の第３の開口部１３０に配設
された案内部材１４２の第２の狭小部１５６の基端部の被係合部１５８と観察光学系２０
０の折れ止め部材２１０の係合部２４６との間の係合を解除する。そして、観察光学系２
００を挿入部１２からゆっくりと引き抜く。このとき、観察光学系２００の撮像モジュー
ル２０２を案内部材１４２の第１の狭小部１５４を通した後、第２の狭小部１５６を通し
て外部に取り出す。
【００６４】
　内視鏡本体１０ａは、廃棄するか、洗浄、消毒、滅菌を行なった後、再利用に供する。
一方、観察光学系２００は、洗浄、消毒、滅菌を行った後、再利用に供する。
【００６５】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、以下のことが言える。　
　挿入部１２の基端部に分岐部材１４を配設し、この分岐部材１４に観察光学系２００の
撮像モジュール２０２を出し入れするための第３の開口部１３０を設けたので、観察光学
系２００を内視鏡本体１０ａに装着する場合には撮像モジュール２０２を第３の開口部１
３０に挿入するだけで、挿入部１２に容易に撮像モジュール２０２を配設することができ
る。また、観察光学系２００を内視鏡本体１０ａから取り外す際には、第３の開口部１３
０を通して容易に撮像モジュール２０２を取り出すことができる。内視鏡本体１０ａの洗
浄、消毒、滅菌や、観察光学系２００の洗浄、消毒、滅菌をそれぞれ別に行うことができ
る。または、内視鏡本体１０ａを廃棄し、観察光学系２００だけを洗浄、消毒、滅菌を行
うことができる。したがって、例えば内視鏡本体１０ａを洗浄、消毒、滅菌している際に
、観察光学系２００を他の内視鏡本体１０ａに装着して内視鏡１０として使用できるなど
、観察光学系２００をより効率的に使用することができる。
【００６６】
　また、分岐部材１４の先端部であって挿入部１２の基端部に各種チューブ６２，６４，
６６，９２，９４，９６、ワイヤ７２，７４，７６、ワイヤガイド８２，８４，８６を整
列させる分離板１４４を設けた。このため、第１の延出部１６や第１の操作部２０に延び
る各種チューブ６２，６４、ワイヤ７２，７４、ワイヤガイド８２，８４と、第２の延出
部１８や第２の操作部２２に延びる各種チューブ６６，９２，９４、ワイヤ７６、ワイヤ
ガイド８６とを確実に分離させることができる。また、分離板１４４に観察光学系２００
を挿脱させる空間（第５の領域１８０）を設けることによって、各種チューブ６２，６４
，６６，９２，９４、ワイヤ７２，７４，７６およびワイヤガイド８２，８４，８６と、
観察光学系２００とを容易に分けることができる。したがって、内蔵物は、その配置がこ
れら内蔵物の先端から分離板１４４まで略同じ状態に維持できるので、内蔵物によってガ
イドチューブ９６の空間を確実に保持し、撮像モジュール２０２の挿脱を容易に行うこと
ができる。
【００６７】
　また、分岐部材１４の先端開口部１２４と第３の開口部１３０との間に観察光学系２０
０を案内する案内部材１４２を設けたので、分岐部材１４の内部で観察光学系２００と、
各種チューブ６２，６４，６６，９２，９４、ワイヤ７２，７４，７６、ワイヤガイド８
２，８４，８６との経路を明確に分離させることができる。　
　そして、案内部材１４２の先端部に第１の狭小部１５４を設け、基端部に第２の狭小部
１５６を設けたので、観察光学系２００の撮像モジュール２０２の向きを規定した状態で
分岐部材１４を通して挿入部１２に観察光学系２００の撮像モジュール２０２を確実に配
設することができる。　
　さらに、案内部材１４２の第１の狭小部１５４と第２の狭小部１５６との間の空間の横
断面積は、第２の狭小部１５６から第１の狭小部１５４に向かうにつれて小さくなってい
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るので、撮像モジュール２０２を第１の狭小部１５４に確実に導くことができる。
【００６８】
　また、分離板１４４の先端部には、挿入部１２の蛇管部４６および第３の湾曲部４４に
挿通されたガイドチューブ９６が配設されているので、分岐部材１４の第３の開口部１３
０から先端開口部１２４を通して突出させた撮像モジュール２０２を確実に第２の硬質部
４２に導くことができる。
【００６９】
　また、第２の延出部１８および第２の操作部２２が、分岐部材１４によって挿入部１２
と同じ軸上に配設されているので、例えば第２の延出部１８や第２の操作部２２をその軸
周りに回動させて、挿入部１２をその軸周りに回動させる際に、第１の延出部１６や第１
の操作部２０をその軸周りに回動させる場合に比べて、力の伝達を容易に行うことができ
る。
【００７０】
　また、折れ止め部材２１０を分岐部材１４に設けられた案内部材１４２の基端部に着脱
可能に固定することにより、観察光学系２００を内視鏡本体１０ａに対して所定の位置に
位置決めした状態で、着脱可能に水密固定することができる。
【００７１】
　なお、この実施の形態では、分離板１４４に観察光学系２００のガイドチューブ９６が
接続されているものとして説明したが、案内部材１４２の先端にガイドチューブ９６が接
続されていることも好適である。また、湾曲駒１１６の最も先端側にガイドチューブ９６
を接続しても良い。
【００７２】
　また、この実施の形態では、第１の湾曲部３８を湾曲させるのに４つの方向に湾曲可能
としたが、例えば２つの方向など、適宜に設定可能である。また、第１の腕部３２と第２
の腕部３４とで異なるようにすることも好適である。さらに、第３の湾曲部４４も４つの
方向としても、２つの方向としても良い。このため、挿入部１２の蛇管部４６の内部に配
設されるワイヤ７２，７４，７６やワイヤガイド８２，８４，８６の数は、増減し得る。
【００７３】
　また、この実施の形態では、図１（Ａ）に示すように、腕部３２，３４が同じ構造を有
するものとしたが、腕部３２，３４の長さや湾曲部３８，４０の湾曲量などをそれぞれの
腕部３２，３４ごとに異なるものとすることも好適である。
【００７４】
　また、この実施の形態では、第２の硬質部４２の先端側に、２つの腕部３２，３４が配
設されていることについて説明したが、図１１（Ａ）に示すように、第１の実施の形態で
説明した腕部３２，３４と同様に、第１の硬質部３６と第１および第２の湾曲部３８，４
０とを有する腕部１９２が１つだけ設けられていることも好適である。この場合も、もち
ろん、腕部１９２の第１の硬質部３６に、図示しないチャンネルチューブ（第１の実施の
形態で、第１および第２のチャンネルチューブ６２，６４に相当するもの）に連通する先
端開口（図示せず）が形成されていることが好適である。
【００７５】
　一方、図１１（Ｂ）に示すように、第１の実施の形態で説明した腕部３２，３４と同様
に、第１の硬質部３６と第１および第２の湾曲部３８，４０とを有する３つの腕部１９４
，１９６，１９８が設けられていることも好適である。この場合、第２の硬質部４２には
、図１（Ｂ）や図１１（Ａ）に示すような先端開口１０８が設けられていても良いし、設
けられていなくても良い。この場合も、もちろん、各腕部１９４，１９６，１９８の第１
の硬質部３６に、図示しないチャンネルチューブ（第１の実施の形態で、第１および第２
のチャンネルチューブ６２，６４に相当するもの）に連通する先端開口（図示せず）が形
成されていることが好適である。
【００７６】
　これまで、いくつかの実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明したが、こ
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の発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
行なわれるすべての実施を含む。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体に対して観察光学系が着脱
可能であることを示す概略図、（Ｂ）は図１（Ａ）中の矢印１Ｂ方向から内視鏡（内視鏡
本体）の挿入部の先端を観察した場合に観察される概略的な正面図。
【図２】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の挿入部の、図１（Ｂ）に示す２－
２線に沿う概略的な縦断面図。
【図３】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の挿入部の蛇管部の、図２に示す３
－３線に沿う概略的な横断面図。
【図４】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の分岐部材の、図４（Ｂ）
に示す４Ａ－４Ａ線に沿う概略的な縦断面図、（Ｂ）は内視鏡の内視鏡本体の分岐部材の
うち第３の開口部側から分岐部材を観察した状態を示す概略図。
【図５】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の２つに分割可能な分岐部
材の一方を示す概略図、（Ｂ）は内視鏡の内視鏡本体の分岐部材に配設可能な、２つに分
割可能な案内部材の、図５（Ｃ）に示す５Ｂ－５Ｂ線に沿う一方を示す概略図、（Ｃ）は
図５（Ｂ）に示す５Ｃ－５Ｃ線に沿う概略的な横断面図、（Ｄ）は内視鏡の内視鏡本体の
分岐部材に配設された分離板を示す概略的な正面図。
【図６】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の挿入部の基端部に設けられた分岐
部材の、図４中の６－６線に沿う概略的な横断面図。
【図７】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体に着脱される観察光学系の先端部を
概略的に示し、（Ａ）は上面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ）は正面図である。
【図８】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体に着脱される観察光学系のケーブル
ユニットの、図７（Ｂ）中の８－８線に沿う概略的な横断面図。
【図９】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体に着脱される観察光学系のケーブル
ユニットの外側に配設される折れ止め部材を示す概略図。
【図１０】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体に、観察光学系が配設され、特に
、観察光学系の折れ止め部材が分岐部材の第３の開口部に配設された案内部材の基端部に
係合された状態を示す概略的な縦断面図。
【図１１】第１の実施の形態に係る内視鏡の内視鏡本体の変形例であって、図１（Ａ）中
の矢印１Ｂ方向から内視鏡（内視鏡本体）の挿入部の先端を観察した場合に観察される概
略的な正面図であり、（Ａ）は１つの腕部を有する状態を示す概略図、（Ｂ）は３つの腕
部を有する状態を示す概略図。
【符号の説明】
【００７８】
　１２…挿入部、１４…分岐部材、１６…第１の延出部、１８…第２の延出部、２０…第
１の操作部、２２…第２の操作部、４６…蛇管部、６２…第１のチャンネルチューブ、６
４…第２のチャンネルチューブ、６６…第３のチャンネルチューブ、７２…第１のワイヤ
、７４…第２のワイヤ、７６…第３のワイヤ、８２…第１のワイヤガイド、８４…第２の
ワイヤガイド、８６…第３のワイヤガイド、９２…送気チューブ、９４…送水チューブ、
９６…ガイドチューブ、１４２…案内部材、１４４…分離板、１５２…本体、１５２ａ…
凸部、１５４…第１の狭小部、１５６…第２の狭小部、１５８…被係合部、１６０…フラ
ンジ部、２００…観察光学系、２０４…ケーブルユニット、２１０…折れ止め部材、２４
２…本体、２４４…熱収縮チューブ、２４６…係合部
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